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軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請

を
受
け
付
け
ま
す

●
障
害
者
に
対
す
る
減
免

　

身
体
障
害
者
手
帳
等
を
お
持

ち
の
人
で
、
一
定
の
級
以
上
の

人
は
、
申
請
を
す
る
と
軽
自
動

車
税
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
減
免
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
障
害
者
１
人

に
つ
き
１
台
で
、
普
通
自
動
車

税
の
減
免
を
受
け
る
人
は
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
以
前

申
請
を
し
た
人
で
も
、
車
の
買

い
替
え
・
使
用
状
況
の
変
更
が

あ
っ
た
場
合
な
ど
は
再
度
申
請

が
必
要
で
す
。

○
減
免
の
対
象
に
な
る
軽
自
動

車
①
一
定
の
級
以
上
の
障
害
者
本

人
が
運
転
す
る
、
障
害
者
本

人
名
義
の
軽
自
動
車
（
自
家

用
の
み
）

②
一
定
の
級
以
上
の
障
害
者
の

通
院
・
通
学
・
通
勤
の
た
め

に
生
計
を
同
一
に
す
る
人
、

又
は
障
害
者
を
常
時
介
護
す

る
人
が
運
転
す
る
、
障
害
者

本
人
名
義
の
軽
自
動
車
（
自

家
用
の
み
）

※
知
的
障
害
者
や
18
歳
未
満
の

身
体
障
害
者
と
生
計
を
同
一

に
す
る
人
の
名
義
の
軽
自
動

車
を
含
み
ま
す
。

○
減
免
の
対
象
と
な
る
障
害
の

程
度
＝
お
持
ち
の
障
害
者
手

帳
等
の
障
害
の
内
容
や
級
に

よ
っ
て
、
基
準
が
決
ま
っ
て

い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
構
造
に
対
す
る
減
免

○
減
免
の
対
象
に
な
る
軽
自
動

車
＝
主
に
身
体
障
害
者
等
の

利
用
す
る
構
造
と
な
っ
て
い

る
軽
自
動
車
等
（
自
家
用
・

事
業
用
）

※
車
い
す
昇
降
装
置
や
固
定
装

置
、
浴
槽
の
あ
る
車
な
ど

●
手
続
き
に
必
要
な
も
の
＝
平

成
22
年
度
軽
自
動
車
税
納
税

通
知
書
・
車
検
証
・
運
転
者

の
運
転
免
許
証
・
各
種
手
帳
・

印
鑑
・
生
計
同
一
証
明
書（
本

人
運
転
で
な
い
場
合
）

※
障
害
者
本
人
と
生
計
を
同
一

に
す
る
人
や
、
常
時
介
護
者

が
運
転
す
る
軽
自
動
車
を
申

請
す
る
場
合
は
「
生
計
同
一

証
明
書
」
が
必
要
で
す
。
生

計
同
一
証
明
書
は
、
市
福
祉

政
策
課
（
１
階
⑲
番
窓
口)

又
は
各
総
合
支
所
市
民
生
活

課
で
交
付
し
ま
す
。
交
付
に

は
、通
院･

通
学･

通
勤
を
証

明
す
る
書
類
が
必
要
で
す
。

※
構
造
に
対
す
る
減
免
を
受
け

る
場
合
で
、
車
検
証
に
そ
の

旨
の
記
載
が
な
い
場
合
は
、

そ
の
旨
の
分
か
る
写
真
な
ど

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
期
間
＝
納
税
通
知
書
が

届
い
て
か
ら
５
月
24
日（
月
）

ま
で
（
土
・
日
除
く
）　

※
申
請
期
限
後
の
受
付
は
で
き

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

【
問
い
合
わ
せ･

申
請
先
】

　

市
税
務
課（
１
階
⑭
番
窓
口
）

　

☎
０
９
９
４ｰ

43ｰ

２
１
１
１

　

内
線
３
１
１
６･

３
１
４
９

　

各
総
合
支
所
地
域
振
興
課

「
森
の
ヨ
ガ
講
座
！
」
の
参

加
者
を
募
集

　

大
隅
湖
の
ほ
と
り
で
、
１
泊

２
日
で
ヨ
ガ
を
体
験
す
る
「
森

の
ヨ
ガ
講
座
！
」
の
参
加
者
を

募
集
し
ま
す
。

●
開
催
日
＝
５
月
22
日
（
土
）

〜
23
日
（
日
） 

※
全
６
講
座

●
場
所
＝
市
民
族
館
、
カ
ピ
ッ

ク
セ
ン
タ
ー
周
辺

●
参
加
費
＝
１
０
，
０
０
０
円

※
宿
泊
費
及
び
食
事
代
を
含
み

ま
す
。

●
募
集
定
員
＝
20
人

●
応
募
期
限
＝
５
月
20
日（
木
）

※
１
講
座
の
み
の
受
講
も
可
能

で
す
。

※
応
募
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
応
募
先
】

　

市
民
族
館

　

☎
０
９
９
４ｰ

45ｰ

２
８
７
２

「
か
の
や
第
九
合
唱
団
」
の

団
員
を
募
集

12
月
５
日
（
日
）
に
市
文
化

会
館
で「
か
の
や
第
九
演
奏
会
」

が
開
催
さ
れ
ま
す
。

こ
の
演
奏
会
に
合
わ
せ
、「
か

の
や
第
九
合
唱
団
」
を
編
成
す

る
こ
と
と
な
り
、
合
唱
団
員
を

募
集
し
ま
す
。
年
齢
、
性
別
、

経
験
を
問
い
ま
せ
ん
。
ぜ
ひ
、

ご
応
募
く
だ
さ
い
。

応
募
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
応
募
期
限
＝
５
月
16
日（
日
）

【
問
い
合
わ
せ
・
応
募
先
】

　

市
文
化
会
館

　

☎
０
９
９
４ｰ

44ｰ

５
１
１
５

国
家
公
務
員
中
途
採
用
者
選

考
試
験
の
受
験
者
を
募
集

●
受
験
資
格
＝
昭
和
45
年
４
月

２
日
〜
昭
和
56
年
４
月
１
日

生
ま
れ
の
人

●
受
付
期
間
＝
６
月
22
日（
火
）

〜
29
日
（
火
）

●
一
次
選
考
＝
９
月
５
日（
日
）

●
受
験
案
内
等
の
請
求
方
法
＝

「
中
途
採
用
請
求
」
と
朱

書
き
し
た
封
筒
に
、
あ
て

先
と
「
中
途
採
用
」
と
明
記

し
、
１
４
０
円
分
の
切
手
を

貼
付
し
た
返
信
用
封
筒
（
角

型
２
号
）
を
同
封
し
て
送
付

し
て
く
だ
さ
い
。

※
受
験
案
内
な
ど
は
、
５
月
10

日
（
月
）
か
ら
配
布
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

〒
８
１
２ｰ

０
０
１
３　

福
岡
市
博
多
区

博
多
駅
東
２ｰ

11ｰ

１

人
事
院
九
州
事
務
局
第
二
課

　

☎
０
９
２ｰ

４
３
１ｰ

７
７
３
３

串
良
商
業
高
校
生
涯
学
習

県
民
大
学
講
座
の
受
講
生

を
募
集

〜
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
基
礎
講
座
〜

●
日
程
＝
６
月
８
日
（
火
）
〜

７
月
８
日
（
木
）
の
毎
週
火
・

木
曜
日

※
全
10
回
コ
ー
ス

●
時
間
＝
18
時
30
分
〜
20
時
30

分
●
場
所
＝
串
良
商
業
高
校
パ
ソ

コ
ン
室

●
対
象
者
＝
20
歳
以
上
の
人

●
内
容
＝
カ
レ
ン
ダ
ー
の
作

成
、「
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト

２
０
０
７
」
の
基
礎
入
門
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
作
成
、
動

画
の
編
集
方
法

●
受
講
料
＝
無
料

※
テ
キ
ス
ト
代
１
，
０
０
０
円

が
必
要

●
定
員
＝
20
人
（
応
募
多
数
の

場
合
は
抽
選
）

●
応
募
方
法
＝
往
復
ハ
ガ
キ
に

住
所
・
氏
名
・
ふ
り
が
な
・

性
別
・
生
年
月
日
・
年
齢
・

電
話
番
号
を
記
入
の
う
え
、

送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

●
応
募
期
限
＝
５
月
21
日（
金
）

※
必
着

【
問
い
合
わ
せ
・
応
募
先
】

　

〒
８
９
３ｰ

１
６
０
３

　

鹿
屋
市
串
良
町
岡
崎

　
　
　
　
　

２
４
９
６
番
地
１

　

串
良
商
業
高
校
「
県
民
大
学

　

講
座
」
係

　

☎
０
９
９
４ｰ

63ｰ

２
５
３
３

　　　　　　元気で長生き 受けよう 特定健康診査元気で長生き 受けよう 特定健康診査・・特定保健指導特定保健指導
　５月から特定健康診査が始まります　年１回は健診を受けましょう

　　市では、40歳から 74歳までの国民健康保険被保険者を対象に特定健康診査・特定保健指導を実
施します。対象者には、受診券を送付します。
　　高血圧や糖尿病など生活習慣病といわれる病気は、症状がほとんどなく、知らず知らずのうちに
進行していきます。早めに予防すれば防げる病気です。年 1回は健診を受けましょう。

特定健康診査の流れ

実施時期
●病院健診　　５月  １日（土）～ 10月 30日（土）
●集団健診　　５月 18日（火）～ 12月   6 日（月）
※詳しい日程は、今後健康カレンダーや「広報かのや」でお知らせします。
※ 75歳以上の人は、特定健康診査と同じ会場で長寿健康診査を受けられます。
※社会保険加入者は、職場で受診するか、受診券を持って医療機関で受診してください。
※国民健康保険が助成する人間ドックを受診した場合、項目が重複するため、特定健康診査を受診する
必要はありません。

【問い合わせ】　市健康保険課　☎ 0994-31-1162　市健康増進課　☎ 0994-41-2110

① 健診通知
（対象者全員通知）

受診券の郵送
（個人通知）

② 健診受診（無料）

　　又は　
集団健診

（地区公民館や市保
健相談センター）

病院健診
（電話で予約）

③ 結果報告会 ④ 特定保健指導

結果報告会
（1 ～２か月後に結果
の説明）

結果に応じた保健指導
（保健師・管理栄養士・
運動指導士による指導）

メタボ
 シリーズ①

「
介
護
職
員
基
礎
研
修
」
の

受
講
生
を
募
集

●
訓
練
内
容
＝
介
護
サ
ー
ビ
ス

に
従
事
す
る
た
め
の
職
業
教

育
と
し
て
、
職
務
に
あ
た
る

う
え
で
の
基
本
姿
勢
、
基
礎

的
な
知
識
・
技
術
な
ど
を
習

得
●
訓
練
期
間
＝
６
月
10
日（
木
）

〜
12
月
９
日
（
木
）

●
訓
練
会
場
＝
市
農
業
研
修
セ

ン
タ
ー
ほ
か

●
対
象
者
＝
再
就
職
を
目
指
す

人
●
受
講
料
＝
無
料

※
テ
キ
ス
ト
代
２
３
，
０
０
０

円
が
必
要

●
定
員
＝
30
人

●
応
募
期
限
＝
５
月
24
日（
月
）

※
応
募
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

鹿
屋
高
等
技
術
専
門
校

　

☎
０
９
９
４ｰ

44ｰ

８
６
７
４


